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がん薬物療法認定薬剤師研修事業実施要綱

１．基本的事項

(1) 研修の目的

本事業は、がん薬物療法に必要な知識、技能、臨床経験を修得させ、

がん薬物療法に必要ながんに関する高度な専門性を有する薬剤師を養

成することにより、がん医療水準の均てん化を推進することを目的と

する。なお、本事業は、開始から 10 年以上を経て全国的にがん医療の

水準は一定のレベルに到達したものと判断できることから、令和 3 年

度より新基軸の研修とする。  

(2) 研修の実施主体

本事業は、一般社団法人日本病院薬剤師会 (以下、日本病院薬剤師会 )

が運営する。

(3) 研修対象者

① 本研修は、主に、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連

携拠点病院および特定機能病院等に所属する薬剤師で、 3 年以上の

実務経験を有する者を対象とする。

② 研修者の選定は、日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師認定申

請資格を参考にして、日本病院薬剤師会が行う。

③ 本研修対象者は、病院薬剤師業務全般（「病院薬剤師のための業務

チェックリスト」((日本病院薬剤師会薬剤業務委員会作成 )参照 )が

行えることに加え、抗がん剤調製、がん患者に対する薬剤管理指導

業務及び薬物治療モニタリングの経験を有することが望ましい。

(4) 研修期間

本研修の期間は 8 週間とし、第 1 期 (10 月から 11 月 )、第 2 期（ 2 月

から 3 月）の年２回行うこととする。

２．研修指導薬剤師

研修指導薬剤師は、研修施設に所属する常勤職員であって、原則と

して以下に掲げる事項を満たすこと。  

① 研修指導薬剤師は、病院薬剤師としての実務経験が 5 年以上あり、

調剤業務、製剤業務、薬剤管理指導業務、医薬品情報管理業務、医薬

品管理業務等に十分な指導能力を有していること。
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② 研修指導薬剤師のうち、少なくとも 1 人は、日本病院薬剤師会が認

定したがん薬物療法専門薬剤師・がん薬物療法認定薬剤師あるいは日

本医療薬学会が認定したがん指導薬剤師・がん専門薬剤師であること。 

③ 研修指導薬剤師は、日本病院薬剤師会会員でなければならない。また、 

日病薬病院薬学認定薬剤師等の有資格者であることが望ましい。

３．施設と設備

研修施設：下記 (1)施設の①から⑦及び (2）設備の①から④を満たし

ているものとして、日本病院薬剤師会が認定する施設  

暫定研修施設：厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等（地

域・都道府県・特定地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、

小児がん拠点病院および国立がん研究センターのこと、以後、「がん診

療連携拠点病院等」とする。）で下記 (1)施設の③を満たしている場合

に、日本病院薬剤師会が認定する施設（既に、研修施設として認定さ

れている施設は除く）。また、研修生を受け入れないものとする。  

(1) 施設

① 研修総括薬剤師を 1 名選任すること。研修総括薬剤師は研修指導薬

剤師と協力して自施設の研修カリキュラムおよび研修計画の作成、

施設内関係部門との調整、研修者の評価等を行うなど、本研修を総

括すること。

② 薬剤部門において、実技研修項目の指導ができること。なお、各項

目に応じて、専任の研修指導薬剤師を配置することが望ましいが、

特定の研修指導薬剤師が総合的な指導を行うことでも差し支えな

い。

③ 日本病院薬剤師会が認定したがん薬物療法専門薬剤師・がん薬物療

法認定薬剤師あるいは日本医療薬学会が認定した がん指導薬剤

師・がん専門薬剤師が 1 人以上常勤していること。

④ 外来化学療法室等において、薬剤師が指導できること。

⑤ 緩和ケアチームがあって、薬剤師が業務に従事していること。

⑥ 臨床腫瘍学およびがん薬物治療学を指導するのに十分な資質を兼

ね備えた専門医またはそれに準じる医師が勤務していること。なお、

放射線治療医、臨床病理医、精神腫瘍医、緩和ケア専門医、生物統

計家などの専門家が勤務していることが望ましい。

⑦ 臨床試験審査委員会 (IRB)を有していること。

(2) 設備

① 本研修カリキュラムを遂行することのできる入院設備、緊急治療設

備、外来治療設備等が整備されていること。

② 以下の診療報酬の施設基準を全て届け出て、算定していること。
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・薬剤管理指導料・  無菌製剤処理料１

・外来腫瘍化学療法診療料 1 又は 2

③ 以下の診療報酬の施設基準を全て届け出ていることが望ましい。

・特定薬剤治療管理料

・病棟薬剤業務実施加算

・緩和ケア病棟入院料又は緩和ケア診療加算

・処方料又は処方せん料（抗悪性腫瘍剤処方管理加算）

・がん診療連携拠点病院加算

・がん患者指導管理料

④ その他、研修に必要な設備、図書、雑誌の整備が行われていること。

本研修を実施する研修施設は、５年ごとの研修施設認定更新時におい

て、上記 (1)施設の①から⑦及び (2）設備の①から④を満たしていなけれ

ばならない。ただし更新申請までの５年間に研修生の受け入れ実績等が

ある場合に、最長２年間、更新の保留を認めることとする。保留を申請

する場合は、所定の理由書を提出すること。  

本研修を実施する暫定研修施設は、５年ごとの研修施設認定更新時に

おいて、更新申請までの５年間に、日本病院薬剤師会が認定したがん薬

物療法専門薬剤師・がん薬物療法認定薬剤師あるいは日本医療薬学会が

認定したがん指導薬剤師・がん専門薬剤師に 1名以上認定されなければな

らない。  

４．研修の内容

研修内容は、がん薬物療法認定薬剤師研修事業コアカリキュラムに

従い日本病院薬剤師会が主催する講義研修および各研修施設が行う講

義研修、実技研修とする。  

(1) 講義研修

研修者は日本病院薬剤師会が主催する研修（ 2 日間の集中教育講座）

を受講することを必須とする。

また、各研修施設で実施する講義研修は、集中教育講座を補うため、

より実臨床に即した内容とすることが望ましい。特にコアカリキュラ

ム２．がん薬物療法認定薬剤師に必要な知識（ 1）、（ 2）を参考に、研

修者が研修終了後、網羅的にがん薬物療法についての指導ができるこ

とが望ましい。

(2) 実技研修

実技研修には、以下の内容が含まれていなければならない。

① レジメン管理（注射薬、内服薬）

② がん薬物療法に関する情報収集、評価、提供

③ 入院患者のがん薬物療法に係る薬剤管理指導（病棟カンファレンスへ
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の参加を含む）

④ 外来化学療法に係る患者指導（カンファレンスへの参加を含む）

⑤ 治療のモニタリングと有害事象への対応

⑥ 緩和ケア

また、研修内容の一部について他施設での協力により研修を実施す

ることも可能である。ただし、協力する施設についても、本研修施設・

設備の条件を一定程度以上を満たすことを要する。  

５．研修者の評価

(1) 研修施設は、研修修了時に研修者の習熟度・到達度について、別紙

判定票を用い評価する。具体的には、指導薬剤師の判定（別紙 1）お

よび研修者の自己評価（別紙 2）をもとに、研修総括薬剤師が総合評

価を行い日本病院薬剤師会に報告する。

  各研修施設が研修内容の充実を図るために、独自にアンケートを行

うことを妨げない。  

(2) 研修者は、研修修了時に研修内容の評価を行い日本病院薬剤師会に

報告する。 (別紙 3)

６．研修修了証書の交付

研修施設は、所定の研修を修了した者に対して、日本病院薬剤師会

が発行する修了証書を研修修了時に交付する。  

※本実施要綱は、適宜見直しを行うものとする。

制定 平成１８年４月 

改定 平成２３年２月５日 

改定 平成２４年２月１７日 

改定 平成２５年２月９日 

改定 平成２６年２月８日 

改定 平成２７年２月１４日 

改定 平成２８年２月１３日 

改定 平成２９年２月４日 

改定 平成３０年２月１０日 

改定 平成３１年２月９日 

改定 令和 ２年２月８日 
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改定 令和 ２年１０月３日 

改定 令和 ５年３月２９日 
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